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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成21年5月21日(2009.5.21)

【公開番号】特開2007-279842(P2007-279842A)
【公開日】平成19年10月25日(2007.10.25)
【年通号数】公開・登録公報2007-041
【出願番号】特願2006-102289(P2006-102289)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｑ  50/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ  17/60    １２６Ｋ

【手続補正書】
【提出日】平成21年4月3日(2009.4.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子ペンにより紙上に記入された情報を受信する受信手段と、
　キーボード、マウスを介して情報を入力する入力手段と、
　前記受信手段により受信した情報と入力手段により入力された情報を保持するデータ管
理手段と、
　前記入力手段により入力が行なわれたのち、前記電子ペンにより前記紙上に記録が行な
われると、前記データ管理手段に記憶された情報の紙へのプリントを行なわせるダイアロ
グを表示部に表示させることを特徴とするデータ処理装置。
【請求項２】
　前記表示に応じて、プリントが指示されると前記入力手段により入力された情報と前記
受信手段により受信済みの情報をプリントさせることを特徴とする請求項１に記載のデー
タ処理装置。
【請求項３】
　電子ペンにより紙上に記入された情報を受信する受信ステップと、
　キーボード、マウスを介して情報を入力する入力ステップと、
　前記受信ステップにより受信した情報と入力手段により入力された情報を保持するデー
タ管理ステップと、
　前記入力ステップにより入力が行なわれたのち、前記電子ペンにより前記紙上に記録が
行なわれると、前記データ管理ステップに記憶された情報の紙へのプリントを行なわせる
ダイアログを表示部に表示させることを特徴とするデータ処理方法。
【請求項４】
　前記表示に応じて、プリントが指示されると前記入力ステップにより入力された情報と
前記受信ステップにより受信済みの情報をプリントさせることを特徴とする請求項３に記
載のデータ処理方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【発明の名称】データ処理装置及びその方法
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、データ処理装置及びその方法に関し、より詳細には、病院などの医療におけ
る情報化に対し、特に電子カルテを作成するための入力装置及びその情報処理装置を備え
たデータ処理装置及びその方法に関するものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、データ
ベース上の医療情報と紙カルテ上に記述された医療情報を完全に同期（一致）させること
を可能にしたデータ処理装置及びその方法を提供することにある。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明は、このような目的を達成するためになされたもので、請求項１に記載の発明は
、電子ペンにより紙上に記入された情報を受信する受信手段と、キーボード、マウスを介
して情報を入力する入力手段と、前記受信手段により受信した情報と入力手段により入力
された情報を保持するデータ管理手段と、前記入力手段により入力が行なわれたのち、前
記電子ペンにより前記紙上に記録が行なわれると、前記データ管理手段に記憶された情報
の紙へのプリントを行なわせるダイアログを表示部に表示させることを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】削除
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【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　以上のように本発明によれば、データベース上に情報を電子端末の入力部（キーボード
、マウス）と電子ペンいう２つの入力手段を介して情報が入力させるシステムにおいて、
電子ペンにより情報が記録される紙上の情報と、データベース上の情報を同期（一致）さ
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せることが可能となる。
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